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はじめに 

 

本年 2 月以降の新型コロナウイルス感染拡大は、経済にも深刻な影響を与え、ま

さに国難の事態となっております。企業の経済活動はもとより、国民の日常生活に

も支障をきたす大変深刻な状況が続いております。 そのため、経済状況も深刻であ

り、2008年のリーマンショック時の水準にまで落ち込みました。 

岡山県においても、中小企業・小規模事業者におきましては、多くの事業者が厳

しい状況に置かれており、今も懸命に各事業者が事業継続や再興を図っております。

経済の先行き不透明感が拭えない状況のもと、新型コロナウイルスへの対応に加え、

人手不足や従業員の高齢化、後継者不足による事業承継問題など、事業者にとって

無視のできない重大な経営課題も山積しております。  

今回の調査でも、経営状況について、「悪い」と回答された事業者が昨年の 22.9％

から 62.5％と急激に増加しております。今後、多様な課題に前向きに対応していく

には、個々の自助努力はもちろんのこと中小企業組合等の連携組織での取組がます

ます重要となってきます。 
本会では県下の事業所を規模別・業種別に抽出し、その労働事情について調査を

実施いたしました。本来、この調査は毎年都道府県中央会において一斉に実施して

いるもので、日本経済の幅広い分野を担う中小企業の労働事情の実態を把握し、国

等の労働政策や中央会の労働支援方針策定に資することを目的としています。この

調査結果は､調査方法や調査内容について限られたものであり､実態を把握するに

は十分ではありませんが､今後の企業経営や労働環境の改善に少しでもお役に立て

ば幸いに存じます｡ 

最後に、本調査の実施にあたり、ご多忙中にもかかわらずご協力いただきました

関係組合並びに各調査対象事業所の方々に厚く御礼申し上げますとともに、今後ま

すますのご発展を祈念申し上げます。 

 

 

 

 

令和２年１１月 

  

 

岡山県中小企業団体中央会 

会長 晝田眞三 
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Ⅰ．調査のあらまし 

 

１．調査の目的 

  この調査は中小企業における労働事情を的確に把握し、適正な労働対策の樹立、並

びに時宜を得た中央会労働支援方策の策定に資することを目的とする。 

２．調査実施方法 

  （１）調査方法 郵送調査 

  （２）調査時点 令和 2年 7月 1日～20 日 

  （３）調査対象業種の選定（18業種） 

     ①製造業（9業種） 

      ○食料品、飲料・たばこ・飼料製造業 

○繊維工業 

○木材・木製品、家具・装備品製造業 

○印刷・同関連業 

○窯業・土石製品製造業 

○化学工業、石油・石炭製品、ゴム製品製造業 

○鉄鋼業、非鉄金属、金属製品製造業 

○生産用・業務用・電気・情報通信・輸送用機械器具製造業 

○パルプ・紙・紙加工品、プラスチック製品、なめし革・同製品・毛皮、

その他の製造業 

②非製造業（9業種） 

○情報通信業 

（通信業、放送業、情報サービス業、インターネット付随サービス業、映

像・音声・文字情報制作業） 

○運輸業 

○総合工事業 

○職別工事業（設備工事業を除く） 

○設備工事業 

○卸売業 

○小売業 

○対事業所サ－ビス業 

（物品賃貸業、専門サービス業、広告業、技術サービス業、廃棄物処理業、

職業紹介・労働者派遣業、その他の事業サービス業等） 

○対個人サ－ビス業 

  以上 18 業種について、従業員規模 300 人未満の中小企業 1000 事業所（製造業 550

事業所、非製造業 450事業所）を無作為に抽出し、調査対象とした。 
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３．調査の概要 

  調査内容の大要は次のとおりである。 

 

 （１）経営に関する事項 

 （２）従業員の労働時間に関する事項 

 （３）従業員の有給休暇に関する事項 

 （４）新規学卒者の採用に関する事項 

 （５）高年齢者の雇用に関する事項 

 （６）新型コロナウイルス感染拡大に関する事項 

 （７）賃金改定に関する事項 

（８）労働組合の有無に関する事項 
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Ⅱ．回答事業所の概要 

 

１．調査回答状況 

 調査票の回答状況は図表 1のように、全体の回収率は 35.8％、製造業では 36.8％、非

製造業では 34.7％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．従業員規模別内訳 

 回答事業所を規模別にみると、図表 2のとおりである。100人未満の事業所が 87.0％、

「100人～300人」は 13.0％となっている。業種別にみても、製造業、非製造業共に「30

～99人」が最も高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．常用労働者数 

 回答事業所の常用労働者数は図表 3 のとおり全体で、16,799 人（事業所数は 331 社の

ため、1事業所あたり平均常用労働者数 50.8 人）で、その男女別比率は男性 71.3％、女

性 28.7％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

図表1　実態調査回収率
調査数 回答数 回収率
550 202 36.7%

情報通信業 75 20 26.7%
運輸業 75 11 14.7%
建設業 75 29 38.7%

卸・小売業 150 61 40.7%
サービス業 75 35 46.7%

小計 450 156 34.7%
1000 358 35.8%

図表2　従業員規模別内訳
1～9人 10～29人 30～99人 100～300人 計

全体 46 102 140 43 331
製造業 18 60 89 20 187
非製造業 28 42 51 23 144

比率 13.9% 30.8% 42.3% 13.0% 100.0%
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図表3　常用労働者数(業種別）※常用以外を含む全労働者数18,148人
産業別 実数合計
全体 11,972 71.3% 4,827 28.7% 16,799
製造業 6,569 71.6% 2,600 28.4% 9,169

非製造業 5,403 70.8% 2,227 29.2% 7,630

図表4　パートタイマー数(業種別）※常用以外を含む全労働者数18,148人
実数合計

全体 794 29.3% 1,914 70.7% 2,708
製造業 326 25.0% 980 75.0% 1,306

非製造業 468 33.4% 934 66.6% 1,402

図表5　派遣労働者数（業種別）※常用以外を含む全労働者数18,148人
実数合計

全体 106 48.8% 111 51.2% 217
製造業 89 56.7% 68 43.3% 157

非製造業 17 28.3% 43 71.7% 60

男性計 女性計

男性 女性

男性 女性
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４．パートタイマーの構成比 

 図表 4 でみると、全労働者に占めるパートタイマーの比率は、全労働者（常用以外を

含む）18,148 人のうち 2,708 人なので、14.9％となっており、パートタイマーの男女比

率は男性 29.3％、女性 70.7％で女性比率が高い。また、昨年令和元年度（男性 26.4％、

女性 73.6％）と比較してみると、男性のパートタイマーは増加している。 
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Ⅲ．調査結果の概要 

１．経営について 

（１）経営状況 

 経営状況は図表 6のとおりである。 

全体では、「良い」6.9％（昨年 20.7％）、「変わらない」30.5％（昨年 56.4％）、「悪

い」62.5％（昨年 22.9％）となっており、昨年と比較し「悪い」と回答した事業所が

増えて、「良い」と回答した事業所が減っている。 

 業種別では、「良い」と答えた事業所が製造業では 5.9％、非製造業では 8.3％とな

っている。 

 

 

 

 

 

 

経営状況を業種別に分析した結果は図表 7のとおりである。 

「良い」の割合が最も高い業種は卸・小売業 13.6％、ついで情報通信業 9.5％とな

っている。また「悪い」の割合が最も高い業種は、運輸業 90.0％、ついで製造業 70.6％、

卸・小売業 61.0％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

次に、経営状況を規模別にみた場合は図表 8のとおりである。 

「良い」と回答した事業所は、「30～99 人」8.6％、「10～29 人」7.8％、「1～9 人」

4.3％、「100～300 人」2.3％となっている。「悪い」と回答した事業所は、「1～9 人」

69.6％、「10～29 人」63.7％、「30～99 人」62.1％、「100～300 人」53.5％となってい

る。 

 

 

 

 

 

図表6　経営状況（業種別）
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図表9　主要事業の今後の方針（業種別）
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（２）主要事業の今後の方針 

 図表 9 は、現在行っている主要な事業について今後どのようにするか、の質問に対

する回答の結果である。 

業種別では、製造業、非製造業共に、「現状維持」が最も高く 60.0％、55.9％となっ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次に主要事業の今後の方針を規模別にみた場合は図表 10のとおりである。 
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（３）経営上の障害 

 厳しい経営状況の中で、企業はどのような問題点を抱えているか、経営上の障害は

何か、について 12 の選択肢から 3 項目以内を選んでいただき、その結果は図表 11 の

とおりである。 

 全体では、「人材不足（質の不足）」54.5％が最も高く、5割以上を占めている。 

業種別にみると、製造業では「販売不振・受注の減少」57.6％が最も高く、非製造

業では「人材不足（質の不足）」60.4％が最も高くなっている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表11　経営上の障害（業種別）
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格）の下

落

納期・単
価等の取
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厳しさ

金融・資
金繰り難
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非製造業 29.5% 60.4% - 14.4% 38.8% 13.7% 35.3% 5.0% 4.3% 5.8% 10.1% 2.9%
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（４）経営上の強み 

次に、業種別に経営上の強みをみると、図表 12のとおりである。 

全体では、「製品・サービスの独自性」32.0％が最も高く、ついで「製品の品質・精

度の高さ」30.1％、「技術力・製品開発力」27.0％となっている。 

製造業では、「製品の品質・精度の高さ」45.9％が最も高く、ついで「製品・サービ

スの独自性」35.5％、「顧客への納品・サービス速さ」30.6％となっている。 

非製造業では、「財務体質の強さ・資金調達力」28.1％が最も高く、ついで「製品・

サービスの独自性」27.3％、「組織の機動力・柔軟性」25.9％となっている。 
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２．従業員の労働時間について 

（１）週の所定労働時間 

週の所定労働時間は、図表 13のとおりで、全体でみると「40時間」52.9％、「38時

間超 40 時間未満」27.5％、「38 時間以下」15.1％と 40時間以下の事業所が全体の 9割

以上を占めている。 

また、「40 時間超 44時間以下」4.5％（昨年 8.1％）と、40時間超の事業所は減少し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）残業時間 

月平均の残業時間は図表 14のとおりで、全体でみると「10時間未満」30.4％が最も

高くなっている。業種別にみると、製造業では「10 時間未満」32.8％が最も高く、非

製造業では「10 時間未満」27.2％が最も高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表13　週所定労働時間（業種別）
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３．従業員の有給休暇について 

（１）年次有給休暇 

 年次有給休暇の平均付与日数および平均取得日数は図表 15、16のとおりである。 

平均付与日数は、全体、製造業、非製造業いずれも、「15～20 日未満」が 65.1％、

71.4％、56.8％と最も高くなっている。 

平均取得日数は、全体、製造業、非製造業いずれも、「5～10日未満」が 48.5％、43.7％、

55.0％と最も高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．新規学卒者の採用について 

（１）新規学卒者の初任給 

 令和 2年 6月支給の新規学卒者の平均初任給は図表 17のとおりである。 

 「高校卒」の「技術系」「事務系」、「専門学校卒」の「技術系」「事務系」、「短大卒

（含高専）」の「技術系」「事務系」、「大学卒」の「技術系」の初任給は全国平均より

岡山県が上回っている。 

図表 18 は採用 1人あたりの加重平均を算出して作成した新規学卒者の初任給である。 

 ※加重平均：（各事業所 1 人当たりの平均初任給×採用人数）÷採用人数 
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図表17　新規学卒者の初任給（単純平均） 図表18　新規学卒者の初任給（加重平均）
岡山県 全国平均 岡山県 全国平均

技術系 168,753 167,167 技術系 169,058 167,011
事務系 167,976 163,629 事務系 165,654 164,092
技術系 184,695 180,473 技術系 187,261 180,820
事務系 176,536 174,576 事務系 176,536 173,885

短大卒 技術系 181,962 181,166 短大卒 技術系 184,154 181,086
(含高専） 事務系 177,657 176,977 (含高専） 事務系 178,891 176,579

技術系 202,777 202,307 技術系 203,104 203,397
事務系 196,210 197,450 事務系 194,535 198,430

図表19　新規学卒者の採用充足状況（業種別）

事業所数 採用計画
人数

採用実績
人数

充足率 平均採用
人数

事業所数 採用計画
人数

採用実績
人数

充足率 平均採用
人数

事業所数 採用計画
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採用実績
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充足率 平均採用
人数

全体 63 185 144 77.8 2.29 54 153 118 77.1 2.19 17 32 26 81.3 1.53
製造業　 37 116 85 73.3 2.30 35 102 75 73.5 2.14 7 14 10 71.4 1.43
非製造業　 26 69 59 85.5 2.27 19 51 43 84.3 2.26 10 18 16 88.9 1.60

全体 34 59 57 96.6 1.68 28 52 50 96.2 1.79 7 7 7 100.0 1.00
製造業　 14 18 17 94.4 1.21 10 14 13 92.9 1.30 4 4 4 100.0 1.00
非製造業　 20 41 40 97.6 2.00 18 38 37 97.4 2.06 3 3 3 100.0 1.00

全体 16 21 21 100.0 1.31 8 11 11 100.0 1.38 9 10 10 100.0 1.11
製造業　 6 9 9 100.0 1.50 4 6 6 100.0 1.50 3 3 3 100.0 1.00
非製造業　 10 12 12 100.0 1.20 4 5 5 100.0 1.25 6 7 7 100.0 1.17

全体 69 230 196 85.2 2.84 51 150 118 78.7 2.31 34 80 78 97.5 2.29
製造業　 27 67 58 86.6 2.15 21 38 29 76.3 1.38 15 29 29 100.0 1.93
非製造業　 42 163 138 84.7 3.29 30 112 89 79.5 2.97 19 51 49 96.1 2.58
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図表16　年次有給休暇の平均取得日数（業種別）
　5日未満 5～10日未

満
10～15日

未満
15～20日

未満
20日以上

全体 5.9% 48.5% 35.1% 8.9% 1.6%
製造業 4.0% 43.7% 41.4% 9.2% 1.7%

非製造業 8.4% 55.0% 26.7% 8.4% 1.5%

5.9%

48.5%

35.1%

8.9%

1.6%

4.0%

43.7%

41.4%

9.2%

1.7%

8.4%

55.0%

26.7%

8.4%

1.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

5日未満

5～10日未満

10～15日未満

15～20日未満

20日以上
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図表15　年次有給休暇の平均付与日数（業種別）
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製造業 4.0% 8.6% 71.4% 12.6% 3.4%

非製造業 12.1% 15.9% 56.8% 13.6% 1.5%

7.5%

11.7%

65.1%

13.0%

2.6%

4.0%

8.6%

71.4%

12.6%

3.4%

12.1%

15.9%

56.8%

13.6%

1.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

10日未満

10～15日未満

15～20日未満

20～25日未満

25日以上

図表15 年次有給休暇の平均付与日数（業種別）
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 新規学卒者の採用充足状況は図表 19のとおりである。 

採用状況を全体の充足率（採用人数÷採用計画人数）でみると、高校卒の「製造業」

が 73.3％と最も低い結果である。 

 学校別でみると、高校卒では、事務系の「製造業」が 71.4％と最も低くなっている。 

 専門学校卒では、技術系の「製造業」が 92.9％と最も低くなっている。 

 大学卒では、技術系の「製造業」が 76.3％と最も低くなっている。 

短大卒（含高専）では、いずれも 100.0％となっている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 20、21 は新規採用者の業種別にみた初任給を示している。 
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図表17　新規学卒者の初任給（単純平均） 図表18　新規学卒者の初任給（加重平均）
岡山県 全国平均 岡山県 全国平均

技術系 168,753 167,167 技術系 169,058 167,011
事務系 167,976 163,629 事務系 165,654 164,092
技術系 184,695 180,473 技術系 187,261 180,820
事務系 176,536 174,576 事務系 176,536 173,885

短大卒 技術系 181,962 181,166 短大卒 技術系 184,154 181,086
(含高専） 事務系 177,657 176,977 (含高専） 事務系 178,891 176,579

技術系 202,777 202,307 技術系 203,104 203,397
事務系 196,210 197,450 事務系 194,535 198,430

図表19　新規学卒者の採用充足状況（業種別）

事業所数 採用計画
人数

採用実績
人数

充足率 平均採用
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充足率 平均採用
人数

全体 63 185 144 77.8 2.29 54 153 118 77.1 2.19 17 32 26 81.3 1.53
製造業　 37 116 85 73.3 2.30 35 102 75 73.5 2.14 7 14 10 71.4 1.43
非製造業　 26 69 59 85.5 2.27 19 51 43 84.3 2.26 10 18 16 88.9 1.60

全体 34 59 57 96.6 1.68 28 52 50 96.2 1.79 7 7 7 100.0 1.00
製造業　 14 18 17 94.4 1.21 10 14 13 92.9 1.30 4 4 4 100.0 1.00
非製造業　 20 41 40 97.6 2.00 18 38 37 97.4 2.06 3 3 3 100.0 1.00

全体 16 21 21 100.0 1.31 8 11 11 100.0 1.38 9 10 10 100.0 1.11
製造業　 6 9 9 100.0 1.50 4 6 6 100.0 1.50 3 3 3 100.0 1.00
非製造業　 10 12 12 100.0 1.20 4 5 5 100.0 1.25 6 7 7 100.0 1.17

全体 69 230 196 85.2 2.84 51 150 118 78.7 2.31 34 80 78 97.5 2.29
製造業　 27 67 58 86.6 2.15 21 38 29 76.3 1.38 15 29 29 100.0 1.93
非製造業　 42 163 138 84.7 3.29 30 112 89 79.5 2.97 19 51 49 96.1 2.58
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全体

図表20　新規学卒者の初任給（業種別：単純平均） 図表21　新規学卒者の初任給（業種別：加重平均）
技術系 事務系 技術系 事務系

全体 168,753 167,976 全体 169,058 165,654
製造業 164,477 163,657 製造業 163,184 162,900

情報通信業 170,000 179,000 情報通信業 170,000 179,000
運輸業 195,000 - 運輸業 195,000 -
建設業 182,750 179,000 建設業 177,211 168,333

卸・小売業 164,750 169,600 卸・小売業 166,600 166,286
サービス業 174,000 162,500 サービス業 178,000 162,500

全体 184,695 176,536 全体 187,261 176,536
製造業 179,070 166,438 製造業 182,647 166,438

情報通信業 182,544 - 情報通信業 181,618 -
運輸業 - - 運輸業 - -
建設業 192,500 190,000 建設業 192,500 190,000

卸・小売業 184,165 - 卸・小売業 185,567 -
サービス業 192,667 - サービス業 194,778 -

全体 181,962 177,657 全体 184,154 178,891
製造業 171,923 173,583 製造業 176,282 173,583

短大卒 情報通信業 - 173,400 短大卒 情報通信業 - 173,400
（含高専） 運輸業 - - （含高専） 運輸業 - -

建設業 200,000 190,000 建設業 200,000 190,000
卸・小売業 199,000 180,453 卸・小売業 199,000 182,840
サービス業 170,000 - サービス業 170,000 -

全体 202,777 196,210 全体 203,104 194,535
製造業 198,637 192,244 製造業 198,699 190,533

情報通信業 200,719 210,357 情報通信業 202,492 212,089
運輸業 223,000 186,000 運輸業 223,000 186,000
建設業 214,760 199,400 建設業 214,800 202,429

卸・小売業 208,735 197,578 卸・小売業 209,941 194,385
サービス業 200,733 190,000 サービス業 198,200 190,000

図表22　令和3年度の新規学卒者の採用計画の有無
ある ない 未定
48.2% 37.0% 14.8%
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高校卒 高校卒
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図表22 令和3年度の新規学卒者の採用計画の有無
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（２）新規学卒者の採用計画 

 令和 3年度の新規学卒者の採用計画は図表 22のとおりである。 

 「ある」48.2％、「ない」37.0％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 さらに、図表 23で業種別にみると、新規学卒者の採用計画が「ある」と回答した事

業所の中では、「情報通信業」95.2％が最も高く、ついで「対事業所サービス業」が 69.2％

となっている。反面、「繊維工業」12.5％が最も低く、ついで「運輸業」20.0％となっ

ている。 

 業種による差が生じていることがよくわかる。 
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情報通信業 200,719 210,357 情報通信業 202,492 212,089
運輸業 223,000 186,000 運輸業 223,000 186,000
建設業 214,760 199,400 建設業 214,800 202,429

卸・小売業 208,735 197,578 卸・小売業 209,941 194,385
サービス業 200,733 190,000 サービス業 198,200 190,000

図表22　令和3年度の新規学卒者の採用計画の有無
ある ない 未定
48.2% 37.0% 14.8%

大学卒 大学卒

高校卒 高校卒

専門学校卒 専門学校卒

48.2%

37.0%

14.8%

図表22 令和3年度の新規学卒者の採用計画の有無

ある

ない

未定

図表23　令和3年度の新規学卒者の採用計画の有無（業種別）

件数 ％ 高校卒 専門学校卒 短大卒（含高専） 大学卒 高校卒 専門学校卒 短大卒（含高専） 大学卒 件数 ％ 件数 ％
全体 330 159 48.2% 97 34 22 110 2.53 1.65 1.36 2.72 122 37.0% 49 14.8%

製造業　計 187 83 44.4% 65 14 10 55 2.37 1.57 1.40 2.29 76 40.6% 28 15.0%
食料品 24 10 41.7% 6 - - 7 2.83 - - 3.29 12 50.0% 2 8.3%

繊維工業 8 1 12.5% 1 - - 1 3.00 - - 2.00 2 25.0% 5 62.5%
木材・木製品 6 4 66.7% 2 1 1 3 1.50 2.00 2.00 1.33 1 16.7% 1 16.7%
印刷・同関連 11 6 54.5% 4 - - 5 2.25 - - 2.60 4 36.4% 1 9.1%
窯業・土石 13 5 38.5% 5 - 1 1 4.80 - 2.00 1.00 7 53.8% 1 7.7%
化学工業 9 2 22.2% 1 - - 2 6.00 - - 1.00 4 44.4% 3 33.3%
金属、同製品 61 28 45.9% 27 8 3 20 2.04 1.38 1.33 2.50 26 42.6% 7 11.5%
機械器具 33 17 51.5% 12 4 5 10 1.92 1.50 1.20 1.40 11 33.3% 5 15.2%
その他 22 10 45.5% 7 1 - 6 2.00 3.00 - 2.83 9 40.9% 3 13.6%

非製造業　計 143 76 53.1% 32 20 12 55 2.84 1.70 1.33 3.15 46 32.2% 21 14.7%
情報通信業 21 20 95.2% 2 6 4 16 1.50 2.67 1.25 3.50 1 4.8% - -
運輸業 10 2 20.0% 2 1 1 2 6.50 1.00 2.00 2.00 6 60.0% 2 20.0%
建設業 31 18 58.1% 13 6 1 11 2.38 1.33 1.00 2.82 8 25.8% 5 16.1%

総合工事業 15 9 60.0% 7 4 1 6 1.86 1.50 1.00 2.33 4 26.7% 2 13.3%
職別工事業 5 3 60.0% 1 - - 3 2.00 - - 2.00 1 20.0% 1 20.0%
設備工事業 11 6 54.5% 5 2 - 2 3.20 1.00 - 5.50 3 27.3% 2 18.2%
卸・小売業 58 22 37.9% 11 5 5 14 3.27 1.40 1.40 4.00 25 43.1% 11 19.0%
卸売業 26 11 42.3% 3 3 4 10 6.33 1.33 1.50 3.10 10 38.5% 5 19.2%
小売業 32 11 34.4% 8 2 1 4 2.13 1.50 1.00 6.25 15 46.9% 6 18.8%

サービス業 23 14 60.9% 4 2 1 12 2.00 1.00 1.00 2.17 6 26.1% 3 13.0%
対事業所サービス業 13 9 69.2% 3 1 1 8 1.33 1.00 1.00 2.00 4 30.8% - -
対個人サービス業 10 5 50.0% 1 1 - 4 4.00 1.00 - 2.50 2 20.0% 3 30.0%

未　定
事業所数

あ　る 事業所数 平均採用計画人数 な　い
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５．高年齢者の雇用について 

（１）60歳以上の高年齢者の雇用 

60歳以上の高年齢者の雇用については、図表 24のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、規模別にみると図表 25のとおりである。 

「雇用している」と回答した事業所は、「100～300人」97.7％、「30～99人」94.3％、

「10～29人」79.4％、「1～9人」60.9％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表24　60歳以上の高年齢者の雇用状況（業種別）
雇用して
いる

雇用して
いない

全体 85.5% 14.5%
製造業 88.8% 11.2%
非製造業 81.3% 18.8%
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図表24 60歳以上の高年齢者の雇用状況（業種別）

非製造業
製造業
全体

図表25　60歳以上の高年齢者の雇用状況（規模別）
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全体 85.5% 14.5%
1～9人 60.9% 39.1%
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図表25 60歳以上の高年齢者の雇用状況（規模別）
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図表24　60歳以上の高年齢者の雇用状況（業種別）
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図表25　60歳以上の高年齢者の雇用状況（規模別）
雇用して
いる

雇用して
いない

全体 85.5% 14.5%
1～9人 60.9% 39.1%
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85.5%

14.5%

60.9%

39.1%

79.4%

20.6%

94.3%

5.7%

97.7%

2.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0%

雇用している

雇用していな

い
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（２）高年齢者雇用措置で講じた内容 

高年齢者雇用措置で講じた内容については、図表 26のとおりである。 

 全体では、「再雇用など継続雇用制度を導入した」76.5％が最も高くなっている。 

業種別にみても、製造業、非製造業共に「再雇用など継続雇用制度を導入した」が

77.9％、74.6％と最も高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、規模別にみると図表 27のとおりである。 

「再雇用など継続雇用制度を導入した」と回答した事業所は、「100～300人」95.2％、

「30～99 人」85.4％、「10～29 人」60.8％、「1～9 人」50.0％となっている。「定年を

65歳以上に引き上げた」と回答した事業所は、「1～9人」26.9％、「10～29人」32.9％、

「30～99人」14.6％、「100～300人」4.8％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表26　高年齢者雇用措置で講じた内容（業種別）
定年の定
めを廃止
した

定年を65
歳以上に
引き上げ

た

再雇用な
ど継続雇
用制度を
導入した

全体 4.0% 19.5% 76.5%
製造業 3.7% 18.4% 77.9%

非製造業 4.4% 21.1% 74.6%
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図表26 高年齢者雇用措置で講じた内容（業種別）
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図表27　高年齢者雇用措置で講じた内容（規模別）
定年の定
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歳以上に
引き上げ

た

再雇用な
ど継続雇
用制度を
導入した

全体 4.0% 19.5% 76.5%
1～9人 23.1% 26.9% 50.0%
10～29人 6.3% 32.9% 60.8%
30～99人 - 14.6% 85.4%
100～300人 - 4.8% 95.2%
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図表27 高年齢者雇用措置で講じた内容（規模別）
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図表27　高年齢者雇用措置で講じた内容（規模別）
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（３）高年齢者の労働条件 

高年齢者雇用措置で講じた内容については、図表 28のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、規模別にみると図表 29のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表28　高年齢者の労働条件（業種別）
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全体 28.2% 23.9% 47.9% 24.8% 31.8% 43.4% 9.1% 50.7% 40.2% 7.9% 62.5% 29.6% 7.6% 62.1% 30.3%
製造業 33.1% 23.3% 43.6% 23.4% 27.8% 48.7% 10.1% 47.8% 42.1% 7.5% 63.1% 29.4% 7.5% 62.5% 30.0%

非製造業 21.4% 24.8% 53.8% 26.7% 37.1% 36.2% 7.7% 54.7% 37.6% 8.5% 61.5% 29.9% 7.7% 61.5% 30.8%
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図表28 高年齢者の労働条件（業種別）
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図表29　高年齢者の労働条件（規模別）
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非製造業

製造業

全体

図表29　高年齢者の労働条件（規模別）

一
律
に
下

が
る

変
わ
ら
な

い 個
人
に
よ

る 変
わ
る

変
わ
ら
な

い 個
人
に
よ

る 変
わ
る

変
わ
ら
な

い 個
人
に
よ

る 少
な
く
な

る 変
わ
ら
な

い 個
人
に
よ

る 少
な
く
な

る 変
わ
ら
な

い 個
人
に
よ

る

全体 28.2% 23.9% 47.9% 24.8% 31.8% 43.4% 9.1% 50.7% 40.2% 7.9% 62.5% 29.6% 7.6% 62.1% 30.3%
1～9人 11.1% 51.9% 37.0% 8.0% 68.0% 24.0% 3.8% 69.2% 26.9% 15.4% 69.2% 15.4% 23.1% 61.5% 15.4%
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（４）高年齢者就業確保措置新設の把握状況 

高年齢者就業確保措置新設の把握状況については、図表 30のとおりである。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、規模別にみると図表 31のとおりである。 

「把握している」と回答した事業所は、「100～300人」74.4％、「30～99人」68.3％、

「1～9人」54.5％、「10～29人」50.0％となっている。 
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図表30　高年齢者就業確保措置新設の把握状況（業種別）
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（５）高年齢者就業確保措置に講じる予定 

高年齢者就業確保措置に講じる予定について、8の選択肢から該当するものを選んで

いただき、その結果は図表 32のとおりである。 

全体では、「今後他社の対応等の情報収集をしながら考えたい」41.6％が最も高く、

ついで「70歳までの継続雇用制度の導入」36.6％、「努力義務であるので特に措置を講

じる予定はない」9.4％となっている。 

製造業では、「今後他社の対応等の情報収集をしながら考えたい」46.4％が最も高く、

ついで「70 歳までの継続雇用制度の導入」34.5％、「70 歳まで継続的に業務委託契約

を締結する制度の導入」9.1％となっている。 

非製造業では、「70歳までの継続雇用制度の導入」39.1％が最も高く、ついで「今後

他社の対応等の情報収集をしながら考えたい」35.9％、「努力義務であるので特に措置

を講じる予定はない」13.0％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表32　高年齢者就業確保措置に講じる予定（業種別）
70歳まで
の定年引
上げ
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止
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継続的に
業務委託
契約を締
結する制
度の導入

70歳まで
継続的に
事業主が
実施する
社会貢献
に従事で
きる制度
の導入

70歳まで
継続的に
事業主が
委託・出
資等する
団体が行
う社会貢
献事業に
従事でき
る制度の

導入

努力義務
であるの
で特に措
置を講じ
る予定は
ない

今後他社
の対応等
の情報収
集をしな
がら考え
たい

全体 3.0% 36.6% 6.9% 7.9% 0.5% 0.5% 9.4% 41.6%
製造業 3.6% 34.5% 6.4% 9.1% 0.9% 0.9% 6.4% 46.4%

非製造業 2.2% 39.1% 7.6% 6.5% - - 13.0% 35.9%
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規模別にみると、図表 33のとおりである。 

「1 人～9 人」では、「定年の廃止」33.3％が最も高く、ついで「70 歳までの継続雇

用制度の導入」29.2％、「今後他社の対応等の情報収集をしながら考えたい」20.8％と

なっている。 

「10 人～29 人」では、「70 歳までの継続雇用制度の導入」45.1％が最も高く、つい

で「今後他社の対応等の情報収集をしながら考えたい」33.3％、「70歳まで継続的に業

務委託契約を締結する制度の導入」11.8％となっている。 

「30 人～99 人」では、「今後他社の対応等の情報収集をしながら考えたい」45.3％

が最も高く、ついで「70歳までの継続雇用制度の導入」34.7％、「努力義務であるので

特に措置を講じる予定はない」12.6％となっている。 

「100人～300人」では、「今後他社の対応等の情報収集をしながら考えたい」59.4％

が最も高く、ついで「70歳までの継続雇用制度の導入」34.4％、「努力義務であるので

特に措置を講じる予定はない」6.3％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表33　高年齢者就業確保措置に講じる予定（規模別）
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1～9人 12.5% 29.2% 33.3% 4.2% - - 4.2% 20.8%
10～29人 5.9% 45.1% 9.8% 11.8% 2.0% 2.0% 7.8% 33.3%
30～99人 - 34.7% 1.1% 9.5% - - 12.6% 45.3%
100～300人 - 34.4% - - - - 6.3% 59.4%
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継続的に
事業主が
委託・出
資等する
団体が行
う社会貢
献事業に
従事でき
る制度の

導入

努力義務
であるの
で特に措
置を講じ
る予定は

ない

今後他社
の対応等
の情報収
集をしな
がら考え

たい

全体 3.0% 36.6% 6.9% 7.9% 0.5% 0.5% 9.4% 41.6%
1～9人 12.5% 29.2% 33.3% 4.2% - - 4.2% 20.8%

10～29人 5.9% 45.1% 9.8% 11.8% 2.0% 2.0% 7.8% 33.3%
30～99人 - 34.7% 1.1% 9.5% - - 12.6% 45.3%
100～300人 - 34.4% - - - - 6.3% 59.4%
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<複数回答あり>
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度の導入

70歳まで継続的に事業主が実施する社会貢献
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図表33 高年齢者就業確保措置に講じる予定（規模別）

100～300人

30～99人

10～29人

1～9人

全体
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６．新型コロナウイルス感染拡大による影響について 

（１）新型コロナウイルス感染拡大による経営への影響 

新型コロナウイルス感染拡大による経営への影響について、11 の選択肢から該当す

るものを選んでいただき、その結果は図表 34のとおりである。 

全体では、「売上高の減少」73.6％が最も高く、ついで「取引先・顧客からの受注減

少」61.5％、「営業活動等の縮小」45.2％となっている。 

製造業では、「売上高の減少」82.3％が最も高く、ついで「取引先・顧客からの受注

減少」71.0％、「営業活動等の縮小」44.6％となっている。 

非製造業では、「売上高の減少」62.5％が最も高く、ついで「取引先・顧客からの受

注減少」49.3％、「営業活動等の縮小」45.8％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表34　新型コロナウイルス【経営への影響】（業種別）
その他 労働力の

不足
労働力の

過剰
資材・部
品・商品
等の調

達・仕入
難

売上高の
減少

取引先・
顧客から
の受注減

少

営業活動
等の縮小

運転資金
等の資金
繰り難

休業の実
施

受注や売
上高が増
加した

特に影響
はない

全体 0.3% 3.0% 13.6% 14.5% 73.6% 61.5% 45.2% 15.5% 31.8% 2.1% 8.8%
製造業 - 2.7% 19.4% 11.8% 82.3% 71.0% 44.6% 17.2% 38.7% 2.2% 7.0%

非製造業 0.7% 3.5% 6.3% 18.1% 62.5% 49.3% 45.8% 13.2% 22.9% 2.1% 11.1%

<複数回答あり>

<複数回答あり>
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入難
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取引先・顧客からの受注減少

営業活動等の縮小

運転資金等の資金繰り難

休業の実施

受注や売上高が増加した

特に影響はない

図表34 新型コロナウイルス【経営への影響】（業種別）

非製造業

製造業

全体

図表34　新型コロナウイルス【経営への影響】（業種別）
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全体 0.3% 3.0% 13.6% 14.5% 73.6% 61.5% 45.2% 15.5% 31.8% 2.1% 8.8%
製造業 - 2.7% 19.4% 11.8% 82.3% 71.0% 44.6% 17.2% 38.7% 2.2% 7.0%

非製造業 0.7% 3.5% 6.3% 18.1% 62.5% 49.3% 45.8% 13.2% 22.9% 2.1% 11.1%
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図表34 新型コロナウイルス【経営への影響】（業種別）

非製造業

製造業

全体
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また、規模別にみると図表 35のとおりである。 

「1 人～9 人」では、「売上高の減少」69.6％が最も高く、ついで「取引先・顧客か

らの受注減少」58.7％、「休業の実施」43.5％となっている。 

「10 人～29 人」では、「売上高の減少」75.5％が最も高く、ついで「取引先・顧客

からの受注減少」56.9％、「営業活動等の縮小」44.1％となっている。 

「30 人～99 人」では、「売上高の減少」71.9％が最も高く、ついで「取引先・顧客

からの受注減少」66.2％、「営業活動等の縮小」46.0％となっている。 

「100 人～300 人」では、「売上高の減少」79.1％が最も高く、ついで「取引先・顧

客からの受注減少」60.5％、「営業活動等の縮小」53.5％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表35　新型コロナウイルス【経営への影響】（規模別）
その他 労働力の

不足
労働力の

過剰
資材・部
品・商品
等の調

達・仕入
難

売上高の
減少

取引先・
顧客から
の受注減

少

営業活動
等の縮小

運転資金
等の資金
繰り難

休業の実
施

受注や売
上高が増
加した

特に影響
はない

全体 0.3% 3.0% 13.6% 14.5% 73.6% 61.5% 45.2% 15.5% 31.8% 2.1% 8.8%
1～9人 - 6.5% 10.9% 8.7% 69.6% 58.7% 37.0% 28.3% 43.5% 2.2% 8.7%

10～29人 - 2.0% 8.8% 13.7% 75.5% 56.9% 44.1% 11.8% 24.5% 1.0% 8.8%
30～99人 0.7% 2.9% 15.1% 16.5% 71.9% 66.2% 46.0% 17.3% 31.7% 2.9% 8.6%
100～300人 - 2.3% 23.3% 16.3% 79.1% 60.5% 53.5% 4.7% 37.2% 2.3% 9.3%
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図表35 新型コロナウイルス【経営への影響】（規模別）
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図表35　新型コロナウイルス【経営への影響】（規模別）
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はない

全体 0.3% 3.0% 13.6% 14.5% 73.6% 61.5% 45.2% 15.5% 31.8% 2.1% 8.8%
1～9人 - 6.5% 10.9% 8.7% 69.6% 58.7% 37.0% 28.3% 43.5% 2.2% 8.7%

10～29人 - 2.0% 8.8% 13.7% 75.5% 56.9% 44.1% 11.8% 24.5% 1.0% 8.8%
30～99人 0.7% 2.9% 15.1% 16.5% 71.9% 66.2% 46.0% 17.3% 31.7% 2.9% 8.6%
100～300人 - 2.3% 23.3% 16.3% 79.1% 60.5% 53.5% 4.7% 37.2% 2.3% 9.3%
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図表35 新型コロナウイルス【経営への影響】（規模別）

100～300人

30～99人

10～29人

1～9人

全体
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（２）新型コロナウイルス感染拡大による雇用環境の変化 

 新型コロナウイルス感染拡大による雇用環境の変化について、11 の選択肢から該当

するものを選んでいただき、その結果は図表 36のとおりである。 

全体では、「特に変化はない」33.8％が最も高く、ついで「子の学校等休校のため休

んだ又は遅刻・早退をした従業員がいる」31.1％、「労働日数を減らした従業員がいる」

23.7％となっている。 

製造業では、「特に変化はない」30.6％が最も高く、ついで「子の学校等休校のため

休んだ又は遅刻・早退をした従業員がいる」30.1％、「休職・教育訓練をしてもらった

従業員がいる」29.6％となっている。 

非製造業では、「特に変化はない」38.1％が最も高く、ついで「子の学校等休校のた

め休んだ又は遅刻・早退をした従業員がいる」32.4％、「労働日数を減らした従業員が

いる」20.9％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表36　新型コロナウイルス【雇用環境の変化】（業種別）
その他 休職・教

育訓練を
しても

らった従
業員がい

る

労働日数
を減らし
た従業員
がいる

子の学校
等休校の
ため休ん
だ又は遅
刻・早退
をした従
業員がい

る

事業休
止・縮小
により解
雇した又
は雇止め
した従業
員がいる

採用した
従業員の
入社日を
遅らせた

採用予定
者の内定
を取り消

した

従業員を
採用した

賃金（賞
与）を削
減した

賃金（賞
与）を引
き上げた

特に変化
はない

全体 1.8% 21.8% 23.7% 31.1% 1.2% 1.2% - 5.8% 13.2% 4.0% 33.8%
製造業 1.1% 29.6% 25.8% 30.1% 0.5% 1.1% - 6.5% 14.5% 4.3% 30.6%

非製造業 2.9% 11.5% 20.9% 32.4% 2.2% 1.4% - 5.0% 11.5% 3.6% 38.1%
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特に変化はない

図表36 新型コロナウイルス【雇用環境の変化】（業種別）
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また、規模別にみると図表 37のとおりである。 

「1 人～9 人」では、「特に変化はない」44.4％が最も高く、ついで「労働日数を減

らした従業員がいる」31.1％、「休職・教育訓練をしてもらった従業員がいる」24.4％

となっている。 

「10 人～29 人」では、「特に変化はない」40.0％が最も高く、ついで「子の学校等

休校のため休んだ又は遅刻・早退をした従業員がいる」24.0％、「労働日数を減らした

従業員がいる」「休職・教育訓練をしてもらった従業員がいる」19.0％となっている。 

「30 人～99 人」では、「子の学校等休校のため休んだ又は遅刻・早退をした従業員

がいる」33.8％が最も高く、ついで「特に変化はない」29.5％、「休職・教育訓練をし

てもらった従業員がいる」21.6％となっている。 

「100 人～300 人」では、「子の学校等休校のため休んだ又は遅刻・早退をした従業

員がいる」53.7％が最も高く、ついで「労働日数を減らした従業員がいる」36.6％、「休

職・教育訓練をしてもらった従業員がいる」26.8％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表37　新型コロナウイルス【雇用環境の変化】（規模別）
その他 休職・教

育訓練を
しても

らった従
業員がい

る

労働日数
を減らし
た従業員
がいる

子の学校
等休校の
ため休ん
だ又は遅
刻・早退
をした従
業員がい

る

事業休
止・縮小
により解
雇した又
は雇止め
した従業
員がいる

採用した
従業員の
入社日を
遅らせた

採用予定
者の内定
を取り消

した

従業員を
採用した

賃金（賞
与）を削
減した

賃金（賞
与）を引
き上げた

特に変化
はない

全体 1.8% 21.8% 23.7% 31.1% 1.2% 1.2% - 5.8% 13.2% 4.0% 33.8%
1～9人 2.2% 24.4% 31.1% 17.8% 2.2% - - 2.2% 13.3% 2.2% 44.4%

10～29人 - 19.0% 19.0% 24.0% 1.0% 1.0% - 7.0% 10.0% 6.0% 40.0%
30～99人 2.9% 21.6% 20.9% 33.8% 0.7% 1.4% - 6.5% 15.8% 3.6% 29.5%
100～300人 2.4% 26.8% 36.6% 53.7% 2.4% 2.4% - 4.9% 12.2% 2.4% 22.0%

<複数回答あり>

<複数回答あり>
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た従業員がいる

採用した従業員の入社日を遅らせた

採用予定者の内定を取り消した

従業員を採用した

賃金（賞与）を削減した

賃金（賞与）を引き上げた

特に変化はない

図表37 新型コロナウイルス【雇用環境の変化】（規模別）

100～300人

30～99人

10～29人

1～9人

全体

図表37　新型コロナウイルス【雇用環境の変化】（規模別）
その他 休職・教

育訓練を
しても

らった従
業員がい

る

労働日数
を減らし
た従業員
がいる

子の学校
等休校の
ため休ん
だ又は遅
刻・早退
をした従
業員がい

る

事業休
止・縮小
により解
雇した又
は雇止め
した従業
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従業員の
入社日を
遅らせた

採用予定
者の内定
を取り消

した

従業員を
採用した

賃金（賞
与）を削
減した

賃金（賞
与）を引
き上げた

特に変化
はない

全体 1.8% 21.8% 23.7% 31.1% 1.2% 1.2% - 5.8% 13.2% 4.0% 33.8%
1～9人 2.2% 24.4% 31.1% 17.8% 2.2% - - 2.2% 13.3% 2.2% 44.4%

10～29人 - 19.0% 19.0% 24.0% 1.0% 1.0% - 7.0% 10.0% 6.0% 40.0%
30～99人 2.9% 21.6% 20.9% 33.8% 0.7% 1.4% - 6.5% 15.8% 3.6% 29.5%
100～300人 2.4% 26.8% 36.6% 53.7% 2.4% 2.4% - 4.9% 12.2% 2.4% 22.0%
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図表37 新型コロナウイルス【雇用環境の変化】（規模別）
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（３）新型コロナウイルス感染拡大による労働環境の整備 

 新型コロナウイルス感染拡大による労働環境の整備について、7の選択肢から該当す

るものを選んでいただき、その結果は図表 38のとおりである。 

全体では、「特に整備していない」47.1％が最も高く、ついで「テレワークの導入」

23.7％、「時差出勤の導入」15.5％となっている。 

製造業では、「特に整備していない」56.1％が最も高く、ついで「テレワークの導入」

16.6％、「その他」12.3％となっている。 

非製造業では、「特に整備していない」35.2％が最も高く、ついで「テレワークの導

入」33.1％、「時差出勤の導入」20.4％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表38　新型コロナウイルス【労働環境の整備】（業種別）
その他 テレワー

クの導入
時差出勤
の導入

時短勤務
の導入

臨時手当
等の支給

就業規則
の見直し

特に整備
していな

い

全体 10.6% 23.7% 15.5% 11.6% 4.9% 7.3% 47.1%
製造業 12.3% 16.6% 11.8% 7.5% 3.7% 6.4% 56.1%

非製造業 8.5% 33.1% 20.4% 16.9% 6.3% 8.5% 35.2%

<複数回答あり>

<複数回答あり>

10.6%

23.7%

15.5%

11.6%

4.9%

7.3%

47.1%

12.3%

16.6%

11.8%

7.5%

3.7%

6.4%

56.1%

8.5%

33.1%

20.4%

16.9%

6.3%

8.5%

35.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

その他

テレワークの導入

時差出勤の導入

時短勤務の導入

臨時手当等の支給

就業規則の見直し

特に整備していない

図表38 新型コロナウイルス【労働環境の整備】（業種別）

非製造業

製造業

全体

図表38　新型コロナウイルス【労働環境の整備】（業種別）
その他 テレワー

クの導入
時差出勤
の導入

時短勤務
の導入

臨時手当
等の支給

就業規則
の見直し

特に整備
していな

い

全体 10.6% 23.7% 15.5% 11.6% 4.9% 7.3% 47.1%
製造業 12.3% 16.6% 11.8% 7.5% 3.7% 6.4% 56.1%

非製造業 8.5% 33.1% 20.4% 16.9% 6.3% 8.5% 35.2%

<複数回答あり>

<複数回答あり>
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テレワークの導入

時差出勤の導入

時短勤務の導入

臨時手当等の支給

就業規則の見直し

特に整備していない

図表38 新型コロナウイルス【労働環境の整備】（業種別）

非製造業

製造業

全体
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また、規模別にみると図表 39のとおりである。 

「1 人～9 人」では、「特に整備していない」48.9％が最も高く、ついで「時短勤務

の導入」17.8％、「その他」13.3％となっている。 

「10 人～29 人」では、「特に整備していない」56.9％が最も高く、ついで「テレワ

ークの導入」15.7％、「時短勤務の導入」13.7％となっている。 

「30 人～99 人」では、「特に整備していない」45.0％が最も高く、ついで「テレワ

ークの導入」26.4％、「時差出勤の導入」15.7％となっている。 

「100 人～300 人」では、「テレワークの導入」47.6％が最も高く、ついで「時差出

勤の導入」38.1％、「特に整備していない」28.6％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表39　新型コロナウイルス【労働環境の整備】（規模別）
その他 テレワー

クの導入
時差出勤
の導入

時短勤務
の導入

臨時手当
等の支給

就業規則
の見直し

特に整備
していな

い
全体 10.6% 23.7% 15.5% 11.6% 4.9% 7.3% 47.1%

1～9人 13.3% 11.1% 8.9% 17.8% 2.2% 6.7% 48.9%
10～29人 9.8% 15.7% 8.8% 13.7% 4.9% 3.9% 56.9%
30～99人 10.7% 26.4% 15.7% 7.9% 6.4% 10.7% 45.0%
100～300人 9.5% 47.6% 38.1% 11.9% 2.4% 4.8% 28.6%

<複数回答あり>

<複数回答あり>
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特に整備していない

図表39 新型コロナウイルス【労働環境の整備】（規模別）

100～300人
30～99人
10～29人
1～9人
全体

図表39　新型コロナウイルス【労働環境の整備】（規模別）
その他 テレワー

クの導入
時差出勤
の導入

時短勤務
の導入

臨時手当
等の支給

就業規則
の見直し

特に整備
していな

い
全体 10.6% 23.7% 15.5% 11.6% 4.9% 7.3% 47.1%

1～9人 13.3% 11.1% 8.9% 17.8% 2.2% 6.7% 48.9%
10～29人 9.8% 15.7% 8.8% 13.7% 4.9% 3.9% 56.9%
30～99人 10.7% 26.4% 15.7% 7.9% 6.4% 10.7% 45.0%
100～300人 9.5% 47.6% 38.1% 11.9% 2.4% 4.8% 28.6%
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図表39 新型コロナウイルス【労働環境の整備】（規模別）

100～300人
30～99人
10～29人
1～9人
全体
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（４）新型コロナウイルス感染拡大による雇用維持等のために活用した助成金 

 新型コロナウイルス感染拡大による雇用維持等のために活用した助成金について、7

の選択肢から該当するものを選んでいただき、その結果は図表 40のとおりである。 

全体では、「活用していない」38.5％が最も高く、ついで「雇用調整助成金」37.5％、

「持続化給付金」33.3％となっている。 

製造業では、「雇用調整助成金」48.3％が最も高く、ついで「持続化給付金」39.9％、

「活用していない」30.9％となっている。 

非製造業では、「活用していない」48.5％が最も高く、ついで「持続化給付金」24.6％、

「雇用調整助成金」23.1％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表40　新型コロナウイルス【雇用維持等のために活用した助成金】（業種別）
その他 雇用調整

助成金
働き方改
革支援助

成金

小学校休
業等対応
助成金

持続化給
付金

ものづく
り助成金

活用して
いない

全体 7.1% 37.5% 4.2% 12.8% 33.3% 5.4% 38.5%
製造業 6.7% 48.3% 2.2% 14.6% 39.9% 7.3% 30.9%

非製造業 7.5% 23.1% 6.7% 10.4% 24.6% 3.0% 48.5%
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<複数回答あり>
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図表40 新型コロナウイルス【雇用維持等のために活用した助成金】（業種別）

非製造業

製造業

全体

図表40　新型コロナウイルス【雇用維持等のために活用した助成金】（業種別）
その他 雇用調整
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助成金
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全体 7.1% 37.5% 4.2% 12.8% 33.3% 5.4% 38.5%
製造業 6.7% 48.3% 2.2% 14.6% 39.9% 7.3% 30.9%

非製造業 7.5% 23.1% 6.7% 10.4% 24.6% 3.0% 48.5%
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また、規模別にみると図表 41のとおりである。 

「1人～9人」では、「持続化給付金」48.8％が最も高く、ついで「雇用調整助成金」

44.2％、「活用していない」32.6％となっている。 

「10 人～29 人」では、「持続化給付金」40.4％が最も高く、ついで「活用していな

い」34.0％、「雇用調整助成金」33.0％となっている。 

「30 人～99 人」では、「雇用調整助成金」40.6％が最も高く、ついで「活用してい

ない」39.8％、「持続化給付金」27.1％となっている。 

「100 人～300 人」では、「活用していない」50.0％が最も高く、ついで「雇用調整

助成金」31.0％、「持続化給付金」21.4％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表41　新型コロナウイルス【雇用維持等のために活用した助成金】（規模別）
その他 雇用調整

助成金
働き方改
革支援助

成金

小学校休
業等対応
助成金

持続化給
付金

ものづく
り助成金

活用して
いない

全体 7.1% 37.5% 4.2% 12.8% 33.3% 5.4% 38.5%
1～9人 7.0% 44.2% - 11.6% 48.8% 4.7% 32.6%

10～29人 8.5% 33.0% 4.3% 6.4% 40.4% 7.4% 34.0%
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７．賃金改定について 

（１）定期昇給・ベースアップ実施の有無 

 図表 42のとおり、令和 2年 1月 1日から令和 2年 7月 1日までの間に定期昇給、ベ

ースアップの実施について確認したところ、「引き上げた」が 58.4％（昨年 66.2％）

となった。「7月以降引き上げる予定」とあわせると 66.2％（昨年 80.0％）となり、昨

年に比べ定期昇給・ベースアップをしていないことがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均昇給額・昇給率は、図表 43、44、45 のとおりである。 

令和 2 年 1 月 1 日から令和 2 年 7 月 1 日までの間に定期昇給・ベースアップを実施

した事業所の平均昇給額は、単純平均では 4,658 円（昨年 6,343 円）で 1.82％（昨年

2.59％）となっており、加重平均では 5,055 円（昨年 5,450円）で 1.96％（昨年 2.20％）

と昨年に比べ下がっている。 

※単純平均：各事業所 1人当たりの平均初任給÷事業所数 
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図表42　賃金改定実施状況
引上げた 未定 今年は実
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(凍結)
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た

58.4% 18.1% 14.1% 7.8% 0.9% 0.6%

58.4%

18.1%

14.1%

7.8％

0.9%

0.6%

図表42 賃金改定実施状況

引上げた

未定

今年は実施しない(凍結)

7月以降引上げる予定

7月以降引下げる予定

引き下げた

図表42　賃金改定実施状況
引上げた 未定 今年は実

施しない
(凍結)

7月以降引
上げる予

定

7月以降引
下げる予

定

引き下げ
た

58.4% 18.1% 14.1% 7.8% 0.9% 0.6%

58.4%

18.1%

14.1%

7.8％

0.9%

0.6%

図表42 賃金改定実施状況

引上げた

未定

今年は実施しない(凍結)
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図表43　平均昇給・相殺(上昇-下降）
業種別

【岡山県】 改定後の賃金 昇給額 昇給率 改定後の賃金 昇給額 昇給率
全体 260,547 4,658 1.82 262,357 5,055 1.96

製造業　計 249,496 4,747 1.94 251,230 4,527 1.83
食料品 229,925 2,792 1.23 223,696 2,073 0.94

繊維工業 209,812 3,697 1.79 204,976 3,388 1.68
木材・木製品 256,644 7,424 2.98 253,302 4,819 1.94
印刷・同関連 252,738 5,455 2.21 255,232 5,065 2.02
窯業・土石 258,946 5,602 2.21 258,250 4,817 1.90
化学工業 266,200 5,290 2.03 268,437 5,409 2.06
金属、同製品 245,389 5,187 2.16 250,603 5,198 2.12
機械器具 265,133 5,062 1.95 254,043 4,666 1.87
その他 259,538 4,524 1.77 279,670 5,132 1.87

非製造業　計 278,644 4,511 1.65 279,745 5,880 2.15
情報通信業 274,671 4,509 1.67 278,066 3,721 1.36
運輸業 237,489 2,026 0.86 245,307 2,243 0.92
建設業 290,919 -154 -0.05 283,240 5,688 2.05

総合工事業 293,399 8,878 3.12 308,544 7,044 2.34
職別工事業 299,196 3,465 1.17 305,383 3,077 1.02
設備工事業 286,429 -8,929 -3.02 265,017 5,801 2.24
卸・小売業 278,994 5,446 1.99 270,758 6,269 2.37
卸売業 277,743 5,599 2.06 283,391 4,726 1.70
小売業 280,699 5,237 1.90 250,771 8,709 3.60

サービス業 277,631 9,829 3.67 310,647 11,941 4.00
対事業所サービス業 290,573 11,949 4.29 316,325 12,532 4.13
対個人サービス業 225,863 1,352 0.60 214,892 1,968 0.92

単　　純　　平　　均 加　　重　　平　　均
図表44　平均昇給・上昇
業種別

【岡山県】 改定後の賃金 昇給額 昇給率 改定後の賃金 昇給額 昇給率
全体 263,353 6,036 2.35 266,013 5,725 2.20

製造業　計 254,791 5,646 2.27 257,334 5,262 2.09
食料品 255,863 4,568 1.82 253,710 4,346 1.74

繊維工業 214,966 4,621 2.20 212,122 4,923 2.38
木材・木製品 256,058 9,898 4.02 249,930 8,007 3.31
印刷・同関連 252,738 5,455 2.21 255,232 5,065 2.02
窯業・土石 258,946 5,602 2.21 258,250 4,817 1.90
化学工業 266,200 5,290 2.03 268,437 5,409 2.06
金属、同製品 242,394 6,083 2.57 249,241 5,517 2.26
機械器具 268,242 5,568 2.12 255,230 4,860 1.94
その他 266,604 5,278 2.02 286,437 5,706 2.03

非製造業　計 276,472 6,634 2.46 278,640 6,398 2.35
情報通信業 264,110 5,203 2.01 276,894 3,839 1.41
運輸業 237,489 2,026 0.86 245,307 2,243 0.92
建設業 290,270 6,978 2.46 283,215 5,849 2.11

総合工事業 293,399 8,878 3.12 308,544 7,044 2.34
職別工事業 299,196 3,465 1.17 305,383 3,077 1.02
設備工事業 284,167 6,250 2.25 264,924 6,082 2.35
卸・小売業 278,490 6,156 2.26 265,573 7,881 3.06
卸売業 276,737 6,461 2.39 279,651 6,480 2.37
小売業 280,769 5,761 2.09 247,524 9,678 4.07

サービス業 280,701 10,922 4.05 311,587 12,126 4.05
対事業所サービス業 290,573 11,949 4.29 316,325 12,532 4.13
対個人サービス業 201,726 2,705 1.36 201,726 2,705 1.36

単　　純　　平　　均 加　　重　　平　　均

図表45　平均昇給・下降
業種別

【岡山県】 改定後の賃金 昇給額 昇給率 改定後の賃金 昇給額 昇給率
全体 300,000 -100,000 -25.00 300,000 -100,000 -25.00

製造業　計 - - - - - -
食料品 - - - - - -

繊維工業 - - - - - -
木材・木製品 - - - - - -
印刷・同関連 - - - - - -
窯業・土石 - - - - - -
化学工業 - - - - - -
金属、同製品 - - - - - -
機械器具 - - - - - -
その他 - - - - - -

非製造業　計 300,000 -100,000 -25.00 300,000 -100,000 -25.00
情報通信業 - - - - - -
運輸業 - - - - - -
建設業 300,000 -100,000 -25.00 300,000 -100,000 -25.00

総合工事業 - - - - - -
職別工事業 - - - - - -
設備工事業 300,000 -100,000 -25.00 300,000 -100,000 -25.00
卸・小売業 - - - - - -
卸売業 - - - - - -
小売業 - - - - - -

サービス業 - - - - - -
対事業所サービス業 - - - - - -
対個人サービス業 - - - - - -

単　　純　　平　　均 加　　重　　平　　均
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（２）賃金改定の内容 

賃金改定の内容をみると、図表 46のとおりである。 

全体、製造業、非製造業いずれも、「定期昇給」が最も高く 72.8％、73.5％、72.0％

となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賃金改定の決定要素は、図表 47のとおりである。 

全体では、「企業の業績」57.9％が最も高く、ついで「労働力の確保・定着」51.0％、

「前年度の改定実績」25.2％となっている。 

製造業では、「企業の業績」60.3％が最も高く、ついで「労働力の確保・定着」48.3％、

「世間相場」25.9％となっている。 

非製造業では、「労働力の確保・定着」「企業の業績」54.7％が最も高く、ついで「前

年度の改定実績」29.1％、「労使関係の安定」19.8％となっている。 
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図表46　賃金改定の内容（業種別）
定期昇給 ベース

アップ
基本給の
引上げ
（定期昇
給制度の
ない事業
所）

諸手当の
改定

臨時給与
（夏季・
年末賞与
など）の
引上げ

全体 72.8% 12.3% 24.6% 6.7% 3.6%
製造業 73.5% 10.6% 24.8% 6.2% 3.5%
非製造業 72.0% 14.6% 24.4% 7.3% 3.7%

<複数回答あり>
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定期昇給

ベースアップ

基本給の引上げ（定期昇給制度のない事業所）

諸手当の改定

臨時給与（夏季・年末賞与など）の引上げ

図表46 賃金改定の内容（業種別）

非製造業

製造業

全体

図表47　賃金改定の決定要素（業種別）
その他 企業の業

績
世間相場 労働力の

確保・定
着

物価の動
向

労使関係
の安定

親会社又
は関連会
社の改定
の動向

前年度の
改定実績

賃上げ
ムード

消費税増
税

重視した
要素はな

い

全体 6.4% 57.9% 22.3% 51.0% 3.5% 20.8% 4.5% 25.2% 1.5% 2.5% 5.4%
製造業 6.0% 60.3% 25.9% 48.3% 3.4% 21.6% 6.9% 22.4% 0.9% 1.7% 6.0%

非製造業 7.0% 54.7% 17.4% 54.7% 3.5% 19.8% 1.2% 29.1% 2.3% 3.5% 4.7%

<複数回答あり>
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世間相場

労働力の確保・定着

物価の動向
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親会社又は関連会社の改定の動向

前年度の改定実績

賃上げムード

消費税増税

重視した要素はない

図表47 賃金改定の決定要素（業種別）

非製造業

製造業

全体
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８．労働組合の有無について 

 労働組合の有無は図表 48 のとおりである。331 事業所のうち「ある」と回答した事業

所は全体の 8.2％となっている。業種別にみると、製造業では 10.7％、非製造業では 4.9％

となっており、製造業の組織率の方が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、規模別にみると図表 49のとおりで、「100～300人」25.6％、「30～99人」10.0％、

「10～29人」2.0％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 29 - 

８．労働組合の有無について 

 労働組合の有無は図表 48 のとおりである。331 事業所のうち「ある」と回答した事業

所は全体の 8.2％となっている。業種別にみると、製造業では 10.7％、非製造業では 4.9％

となっており、製造業の組織率の方が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、規模別にみると図表 49のとおりで、「100～300人」25.6％、「30～99人」10.0％、

「10～29人」2.0％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表48　労働組合の有無（業種別）
ある ない

全体 8.2% 91.8%
製造業 10.7% 89.3%
非製造業 4.9% 95.1%

8.2%

10.7%

4.9%

91.8%

89.3%

95.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

製造業

非製造業

図表48 労働組合の有無（業種別）

ある

ない

図表49　労働組合の有無（規模別）
ある ない

全体 8.2% 91.8%
1～9人 - 100.0%

10～29人 2.0% 98.0%
30～99人 10.0% 90.0%
100～300人 25.6% 74.4%
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25.6%
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100.0%
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74.4%
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30～99人

100～300人

図表49 労働組合の有無（規模別）

ある

ない
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                                           令和２年６月  
 （左欄は記入しないでください。）  

令和２年度 中小企業労働事情実態調査ご協力のお願い  

 中小企業団体中央会では、中小企業における労働事情を的確に把握し、適正な労働対策を樹立することを目的に、  

本年度も全国一斉に標記調査を実施することといたしました。  
 つきましては、ご繁忙の折誠に恐縮ですが、趣旨をご理解いただき、調査にご協力くださいますよう、よろしくお願い

申し上げます。  

令和２年度 中小企業労働事情実態調査票  

調査時点：令和２年７月１日  調査締切：令和２年７月２０日  

貴事業所全体の概要についてお答えください。  

貴事業所の名称   記入担当者名   

所  在  地  
（〒  -    ）  
 

電話番号            －     －  

FAX 番号            －     －  
 業     種  

（最も売上高の
多い事業の業種
の 番 号 を 右 の
１．～19．の中か
ら１つだけ下の
太枠内にご記入
ください） 

 
１．食料品、飲料・たばこ・飼料製造業  
２．繊維工業  
３．木材・木製品、家具・装備品製造業  
４．印刷・同関連業  
５．窯業・土石製品製造業  
６．化学工業、石油・石炭製品、ゴム製品製造業  
７．鉄鋼業、非鉄金属、金属製品製造業  
８．生産用・業務用・電気・情報通信・輸送用機械器具製造業  
９．パルプ・紙・紙加工品、プラスチック製品、なめし革・同製品・ 

毛皮、その他の製造業  
10．情報通信業  

   通信業、放送業、情報サービス業、インターネット  
   付随サービス業、映像・音声・文字情報制作業  
11．運輸業  

 
12．総合工事業  
13．職別工事業（設備工事業を除く）  
14．設備工事業  
15．卸売業  
16．小売業  
17．対事業所サ－ビス業  

物品賃貸業、専門サービス業、広告業、

技術サービス業、廃棄物処理業､ 

職業紹介･労働者派遣業､ 

その他の事業サービス業等  
18．対個人サービス業  
19．その他 

（具体的に：         ）  

設問１）現在の従業員数についてお答えください。  
 ① 令和２年７月１日現在の形態別の従業員数（役員を除く）を男女別に太枠内にご記入ください。また、従業員のう

ち常用労働者数をご記入ください。「前年比」の欄は、昨年と比べて「増加した＝増」「変わらない＝不変」「減少
した＝減」のいずれかに○印を付けてください。  

 
正 社 員  パートタイマー 派  遣  嘱託・契約社員 その他  合 計   

 

 
常用労働者数 

男 性  人  人  人  人  人  人  男 性           人  

前年比 増・不変・減  増・不変・減  増・不変・減  増・不変・減  増・不変・減  増・不変・減  前年比 増・不変・減  

女 性  人  人  人  人  人  人  女 性           人  

前年比 増・不変・減  増・不変・減  増・不変・減  増・不変・減  増・不変・減  増・不変・減  前年比 増・不変・減  

〔注〕(1)「パートタイマー」とは、１日の所定労働時間が貴事業所の一般労働者より短い者、または１日の所定労働時間は同じでも１
週の所定労働日数が少ない者です。    

(2)「常用労働者」とは、貴事業所が直接雇用する従業員のうち、次のいずれかに該当する者です。なお、パートタイマーであ
っても、下記の①②に該当する場合は常用労働者に含みます。  
① 期間を決めずに雇われている者、または１ヵ月を超える期間を決めて雇われている者  
② 日々または１ヵ月以内の期限を限って雇われている者のうち、５月、６月にそれぞれ１８日以上雇われた者  
③ 事業主の家族で、貴事業所にて働いている者のうち、常時勤務して毎月給与が支払われている者  

(3)「その他」にはアルバイト等、他の項目に当てはまらない形態の人数を記入してください。 

 記入についてのお願い   

◇秘密の厳守   調査票にご記入くださいました事項については、企業と個人の情報の秘密を厳守し、統計以外

の目的に用いることはいたしませんので、ありのままをご記入ください。また、記入担当者名

などの個人情報につきましては、本調査に係る問合せ以外には使用いたしません。  
◇ご記入方法   質問ごとの指示により該当欄に数字等をご記入いただくか、該当する項目の番号に○をつけて

ください。（７月１日現在でご記入ください。）  
◇お問合せ先   調査票のご記入に当たっての不明な点など、調査に関しますお問合せは、下記までお願いいた

します。調査票は７月２０日までにご返送ください。  
 

 

 

 
 
 

㊙ 

 

（
う
ち
常
用
労
働
者
）

（
う
ち
常
用
労
働
者
） 



設問２）経営についてお答えください。 
 ① 現在の経営状況は１年前と比べていかがですか。（１つだけに〇）  
 
 １．良 い ２．変わらない ３．悪 い  
 
 ② 現在行っている主要な事業について、今後どのようにしていくお考えですか。（１つだけに〇）  
 
 １．強化拡大 ２．現状維持 ３．縮 小 ４．廃 止 ５．その他（          ） 
 
 ③ 現在、経営上どのようなことが障害となっていますか。（３つ以内に〇）  
 
 １．労働力不足（量の不足） ２．人材不足（質の不足） ３．労働力の過剰  
 ４．人件費の増大 ５．販売不振・受注の減少 ６．製品開発力・販売力の不足  
 ７．同業他社との競争激化 ８．原材料・仕入品の高騰 ９．製品価格（販売価格）の下落  
 10．納期・単価等の取引条件の厳しさ 11．金融・資金繰り難 12．環境規制の強化  
 
 ④ 経営上の強みはどのようなところにありますか。（３つ以内に〇）  
 
 １．製品・サービスの独自性 ２．技術力・製品開発力 ３．生産技術・生産管理能力  
 ４．営業力・マーケティング力 ５．製品・サービスの企画力・提案力 ６．製品の品質・精度の高さ  
 ７．顧客への納品・サービスの速さ ８．企業・製品のブランド力 ９．財務体質の強さ・資金調達力  
 10．優秀な仕入先・外注先 11．商品・サービスの質の高さ 12．組織の機動力・柔軟性  
 

設問３）従業員の労働時間についてお答えください。  

 ① 従業員（パートタイマーなど短時間労働者を除く）の週所定労働時間は何時間ですか（残業時間、休憩時間は除く）。

職種や部門によって異なる場合は、最も多くの従業員に適用されている時間をお答えください。（１つだけに〇）  
 
 １．38 時間以下 ２．38 時間超 40 時間未満 ３．40 時間 ４．40 時間超 44 時間以下  
 
〔注〕(1) 現在、労働基準法で 40 時間超 44 時間以下が認められているのは、 10 人未満の商業･サービス業等の特例事業所のみです。 

(2) 「所定労働時間」とは、就業規則等に定められた始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を差し引いた時間です。  

② 令和元年の従業員１人当たりの月平均残業時間（時間外労働・休日労働）をご記入ください。（小数点以下四捨五入）  

 
  従業員１人当たり 月平均残業時間 １．       時間   ２．な し  
 
 
設問４）従業員の有給休暇についてお答えください。  
 ① 令和元年の従業員１人当たりの年次有給休暇の平均付与日数・取得日数をご記入ください。（付与日数は前年からの

繰越分を除く。小数点以下、四捨五入）  

   従業員１人当たり 平均付与日数          日 従業員１人当たり 平均取得日数       日  

   （当年付与分のみ。前年からの繰越分は除く）  

 

設問５）新規学卒者の採用についてお答えください。  
 ① 令和２年３月新規学卒者の採用または採用の計画がありましたか。（どちらかに○）  

１．あった    ２．なかった    

   ↓※ １．に○をした事業所は①－１の質問にお答えください。 

①－１令和２年３月新規学卒者（採用及び採用予定）についてご記入ください。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学  卒
 

 

採用を予定して 

いた人数  

実 際 に 採 用 し

た人数  

１人当たり平均初任給額  

（令和２年６月支給額）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学  卒
 

 

採用を予定して 

いた人数 

実際に採用した 

人数 

１人当たり平均初任給額  

（令和２年６月支給額）  

高
校
卒 

技術系   

人  

 

人  

    
，  

  

円  

(

含
高
専)

 

短
大
卒 

技術系   

人  

 

人  

    
，  

  

円  

事務系   

人  

 

人  

    
，  

  

円  

事務系   

人  

 

人  

    
，  

  

円  

専
門
学
校
卒 

技術系   

人  

 

人  

    
，  

  

円  大
学
卒 

技術系   

人  

 

人  

    
，  

  

円  

事務系   

人  

 

人  

    
，  

  

円  

事務系   

人  

 

人  

    
，  

  

円  

〔注〕(1) 令和２年６月の１ヵ月間に支給した１人当たり平均初任給額は通勤手当を除いた所定内賃金総額（税込額）をご記入ください。 

   (2) 専門学校卒は、高校卒業を入学の資格とした専修学校専門課程（２年制以上）を卒業した者を対象としてください。 

   (3) 技術系として採用した者以外はすべて事務系にご記入ください。 

 

 

 



② 令和３年３月の新規学卒者の採用計画はありますか。（１つだけに○）  
１．あ る    ２．な い    ３．未 定   

   ↓※１．に○をした事業所は②－１の質問にお答えください。  

②－１ 学卒ごとの採用予定人数をご記入ください。  
 
１．高校卒     人 ２．専門学校卒     人 ３．短大卒（含高専）     人 ４．大学卒     人  
 

設問６）高年齢者の雇用についてお答え下さい。  

 ① 60 歳以上の高年齢者を雇用していますか。（どちらかに〇） 

 

   ↓※ １．に○をした事業所は②、③の質問にお答えください。 

② 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」により高年齢者雇用措置（定年を 65 歳まで引き上げる、継続雇用制 

度の導入といった対応）が義務付けられていますが、貴事業所ではどの措置を講じましたか。（１つだけに〇）  

 

 

 

③ 高年齢者の労働条件は、60 歳前と比べてどのようになりましたか。（それぞれ１～３の中で１つだけに○） 

賃 金 役 職 仕事の内容 １日の労働時間 週の労働日数 

一
律
に

下
が
る 

変
わ
ら 

な

い 

個
人
に 

よ

る 

変
わ
る 

変
わ
ら 

な

い 

個
人
に 

よ

る 

変
わ
る 

 

変
わ
ら 

な

い 
個
人
に 

よ

る 

少
な
く 

な

る 

変
わ
ら 

な

い 

個
人
に 

よ

る 

少
な
く 

な

る 

変
わ
ら 

な

い 

個
人
に 

よ

る 

１ ２ ３ １ ２ ３ １ ２ ３ １ ２ ３ １ ２ ３ 

  

④  令和３年４月１日施行予定の「改正高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では、事業主に対して、高年  

齢者の７０歳までの就業機会確保措置を講じる努力義務が設けられます (以下：「高年齢者就業確保措置」 

といいます。 )。貴事業所では高年齢者就業確保措置 の新設を把握していましたか。（どちらかに〇）  

 

 

  ↓※ １．に○をした事業所は⑤の質問にお答えください。 

 ⑤ 高年齢者就業確保措置のために、貴事業所ではどのような措置を講じる予定ですか。（該当するすべてに○） 

 

 

 

 

 

 

 

設問７）新型コロナウイルス感染拡大による影響についてお答え下さい。  

① 新型コロナウイルス感染拡大による貴事業所の経営への影響についてお答えください。（該当するすべてに○） 

 

 

 

 

② 新型コロナウイルス感染拡大による貴事業所の従業員等の雇用環境の変化について、お答えください。（該当す

るすべてに○） 

 

 

 

 

 

 

③ 新型コロナウイルス感染拡大への対策として、貴事業所で実施した従業員の労働環境の整備について、お答えく

ださい。（該当するすべてに○） 

 

 

  

１．雇用している  ２．雇用していない 

１．定年の定めを廃止した   ２．定年を６５歳以上に引き上げた   ３．再雇用など継続雇用制度を導入した 

１．把握している  ２．把握していなかった 

１．７０歳までの定年引上げ    ２．７０歳までの継続雇用制度の導入(他事業主による場合を含む) 

３．定年の廃止     ４．７０歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入 

５．７０歳まで継続的に事業主が実施する社会貢献に従事できる制度の導入 

６．７０歳まで継続的に事業主が委託・出資等する団体が行う社会貢献事業に従事できる制度の導入 

７．努力義務であるので特に措置を講じる予定はない ８．今後他社の対応等の情報収集をしながら考えたい 

１．休職・教育訓練をしてもらった従業員がいる   ２．労働日数を減らした従業員がいる 
３．子の学校等休校のため休んだ又は遅刻・早退をした従業員がいる 
４．事業休止・縮小により解雇した又は雇止めした従業員がいる   ５．採用した従業員の入社日を遅らせた 
６．採用予定者の内定を取り消した   ７．従業員を採用した   ８．賃金(賞与)を削減した 
９．賃金（賞与）を引き上げた     10．特に変化はない    11．その他(              ) 

１．テレワークの導入   ２．時差出勤の導入    ３．時短勤務の導入  ４．臨時手当等の支給 
５．就業規則の見直し   ６．特に整備していない  ７．その他(          ) 

１．労働力の不足   ２．労働力の過剰   ３．資材・部品・商品等の調達・仕入難   ４．売上高の減少 
５．取引先・顧客からの受注減少   ６．営業活動等の縮小  ７．運転資金等の資金繰り難  ８．休業の実施 
９．受注や売上高が増加した     10.特に影響はない    11．その他（                ） 



④ 新型コロナウイルス感染拡大により、貴事業所が従業員の雇用維持等のために活用(申請)した助成金について 

お答えください。（該当するすべてに○） 

 

 

 

※ 特別定額給付金等の従業員個人へ給付されるものについては、除いてご回答ください。 

 

設問８）賃金改定についてお答えください。  
 ① 令和２年１月１日から令和２年７月１日までの間にどのような賃金改定を実施しましたか。（１つだけに〇）  
 

１．引上げた ２．引下げた ３．今年は実施しない（凍結）  
４．７月以降引上げる予定 ５．７月以降引下げる予定  ６．未 定  

  ※ １．～３．に○をした事業所は下記の①－１の質問にお答えください。  
      ↓  
 ①－１ 賃金改定（引上げ・引下げ・凍結）を実施した対象者の総数と従業員１人当たり平均の改定前・改定後所定内

賃金（通勤手当を除く）及び平均引上げ・引下げ額をご記入ください。ご記入の際は下記の〔注〕をご参照くだ

さい。なお、プラス・マイナスの記号は不要です。  

対象者総数 

従 業 員 １ 人 当 た り（月額）  
改定前の平均所定内賃金

（Ａ） 
改定後の平均所定内賃金

（Ｂ） 
平均引上げ・引下げ額

（Ｃ）  
    

人  
  

 
  
 

 
，  

 
 

 
 

 
円  

 
 

  
 

  
 

 
，  

 
 

 
 

 
円  

 
 

 
 

 
 

 
，  

 
 

 
 

 
円  

〔注〕(1) 「改定前の平均所定内賃金（Ａ）」「改定後の平均所定内賃金（Ｂ）」「平均引上げ・引下げ額（Ｃ）」の関係は次のとお

りです。 
   ・「１．引上げた」事業所は、「平均引上げ・引下げ額（Ｃ）」はプラス額になります。  

   ・「２．引下げた」事業所は、「平均引上げ・引下げ額（Ｃ）」はマイナス額になります。  

       ・「３．今年は実施しない（凍結）」事業所は、 (Ｂ)－(Ａ)が同額になりますので、｢平均引上げ・引下げ額（Ｃ）｣は｢０｣に  

なります。 

   (2) 対象者総数は、賃金改定対象者で、賃金の改定前、改定後とも在職している者です（１ページ目の設問１の「従業員数」

とは必ずしも一致しなくても結構です）。 
   (3) パートタイマー、アルバイト、役員、家族、嘱託、病欠者、休職者などは除いてください。 
   (4) 臨時給与により賃金改定した場合は、上記賃金に含める必要はありません。  
   (5) 「所定内賃金」については、下表を参考にしてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ※ ①において１．または４．に○をした事業所及び臨時給与を引上げた事業所は②、③の質問にお答えください。  
        ↓  
 ② 賃金改定（引上げ・７月以降引上げ予定）の内容についてお答えください。（該当するすべてに○） 

１．定期昇給 ２．ベースアップ ３．基本給の引上げ（定期昇給制度のない事業所）  
４．諸手当の改定 ５．臨時給与（夏季・年末賞与など）の引上げ  

〔注〕(1)「定期昇給」とは、あらかじめ定められた企業の制度に従って行われる昇給のことで、一定の時期に毎年増額することを  

いいます。また、毎年時期を定めて行っている場合は、能力、業績評価に基づく査定昇給なども含みます。  
   (2)「ベースアップ」とは、賃金表の改定により賃金水準を引上げることをいいます。  

 

 ③ 貴事業所では、今年の賃金改定（引上げ・７月以降引上げ予定）の決定の際に、どのような要素を重視しましたか。

（該当するすべてに○） 

１．企業の業績   ２．世間相場  ３．労働力の確保・定着  ４．物価の動向   ５．労使関係の安定  

６．親会社又は関連会社の改定の動向 ７．前年度の改定実績 ８．賃上げムード ９．消費税増税  
10．重視した要素はない 11．その他（                ）  

 

設問９）労働組合の有無についてお答えください。（どちらかに○） 

    １．あ る          ２．な い 

 

◎ お忙しいところご協力ありがとうございました。記入もれがないか再度お確かめのうえ、7 月 20 日までにご返送 

ください。 

所定内賃金  
（固定部分）基本給（年齢給、職能給、職務給、勤続給）、役付手当、 

      技能手当、特殊勤務手当、家族手当、住宅手当、食事手当など  定期給与  

現金給与総額
 

所定外賃金（超過勤務手当、休日出勤手当、宿直手当、深夜勤手当など）  
 

臨時給与（夏季・年末賞与など） 

（変動部分）精勤手当、生産手当、能率手当など  

賃金分類表  

１．雇用調整助成金  ２．働き方改革支援助成金  ３．小学校休業等対応助成金  ４．持続化給付金 
５．ものづくり補助金 ６．活用していない     ７．その他(               ) 



MEMO



MEMO



MEMO



MEMO


